
（単位：千円）

分　類 事　項　名 子ども・福祉部職員費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 2,827,785 ） （ △ 128,977 ） （ △ 128,977 ）

2,997,207 △ 125,986 △ 125,986

子ども・福祉部関係人件費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
人件費計 （ 2,827,785 ） （ △ 128,977 ） （ △ 128,977 ）

2,997,207 △ 125,986 △ 125,986

説　明
子ども・福祉部職員に係る給与費

令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

（一般会計）

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 子ども・子育て支援新制度給付費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 11,718,801 ） （ △ 282,111 ） （ △ 282,111 ）

11,718,801 △ 282,111 △ 282,111

１．子どものための教育・保育給付費 11,583,268 → 11,303,014

２．子育てのための施設等利用給付費 135,533 → 133,676

分　類 事　項　名 児童手当費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 3,788,711 ） （ △ 88,086 ） （ △ 88,086 ）

3,788,711 △ 88,086 △ 88,086

児童手当の額
３歳未満（第１子、第２子）

１人当たり月額15,000円

３歳～高校生年代（第１子、第２子）
１人当たり月額10,000円

０歳～高校生年代までの第３子以降
１人当たり月額30,000円

児童手当法に基づき、市町村が児童手当を支給するために要する経費の県負担分

子ども・子育て支援法に基づく、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施
設等利用給付の県負担分に要する経費

子どものための教育・保育給付（施設型給付費及び地域型保育給付費等）の県
負担分

子育てのための施設等利用給付の県負担分

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 児童保護費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 4,571,361 ） （ 234,106 ） （ 234,106 ）

5,670,432 444,350 444,350

児童保護費 5,577,257 → 6,021,607

分　類 事　項　名 児童扶養手当費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 260,644 ） （ △ 2,528 ） （ △ 2,528 ）

390,966 △ 3,792 △ 3,792

支給額（月額）
全部支給
一部支給
第２子加算

要保護児童の心身とも健全な育成を図るための保護措置及び契約による障害児施設
利用児童の障害児入所給付費等に要する経費

児童保護措置費の支弁や障害児入所給付費等の給付に要する経費

児童扶養手当法に基づき、実質的に父又は母のいない児童を監護している母又は父
等に支給される児童扶養手当の支給に要する経費

46,690円
46,680円～11,010円
11,030円～  5,520円

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 特別障害者手当等給付費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 8,562 ） （ 170 ） （ 170 ）

34,242 677 677

１．特別障害者手当 25,956 → 27,537

月額： 29,590円

２．障害児福祉手当 8,097 → 7,189

月額： 16,100円

３．経過的福祉手当 189 → 193

月額： 16,100円

分　類 事　項　名 自立支援給付費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 13,060,432 ） （ 487,420 ） （ 487,420 ）

13,060,432 487,420 487,420

１．介護給付費 6,469,468 → 6,651,270

２．訓練等給付費 5,499,601 → 5,808,482

３．自立支援医療費 677,586 → 665,061

身体機能の回復訓練や生活訓練、就労に必要な訓練・支援を受けた際の費用
の全部又は一部を支給

身体障害のある人（子ども）の機能回復のために必要な医療に要する費用の全
部又は一部を支給

20歳以上であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常
時特別の介護を必要とする者に支給

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未
満の障害のある子どもに支給

昭和61年４月の改正国民年金法施行時、従来の福祉手当受給資格者であって、
特別障害者手当支給要件非該当者に支給（障害年金受給者を除く）

障害のある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な福祉
サービス等を給付するために要する経費の県負担分

日常生活を営む上で必要な介護サービスを受けた際の費用の全部又は一部を
支給

精神、知的又は身体に障害を有する者の福祉の向上を図るため、在宅の重度障害の
ある人に対して特別障害者手当等を支給する経費

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

４．療養介護医療費 103,835 → 101,142

５．補装具給付費 78,933 → 91,466

６．地域相談支援給付費 23,502 → 17,924

７．計画相談支援給付費 207,507 → 212,507

分　類 事　項　名 生活保護費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 257,243 ） （ 8,056 ） （ 8,056 ）

881,648 45,022 45,022

１．生活保護費 662,940 → 700,650

２．居住地不明分負担金等 150,257 → 157,569

生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最
低限度の生活を保障し、その自立を助長するための経費

被保護者の生活を保障するための生活扶助費、医療扶助費等を支給するため
の経費

居住地が明らかでない被保護者に対して市町村が支払った保護費等の一部を
負担するための経費、自活できない被保護者が保護施設に入所した場合の費用
を施設へ支給するための経費等

常時、医療と介護を要する者であって、病院その他の施設で提供される医療に係
る費用の全部又は一部を支給

身体機能を補って、生活しやすくするために必要な用具の購入・修理に係る費用
の全部又は一部を支給

単身で地域生活を営む障害のある人等を対象に、２４時間の相談支援を受けた
際の費用等を支給

支給決定時のサービス等利用計画の作成や支給決定後のサービス等利用計画
の見直し費用を支給

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 後期高齢者医療費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 31,770,744 ） （ 474,209 ） （ 474,209 ）

31,770,744 474,209 474,209

１．療養給付費県負担金 24,766,924 → 25,134,485

２．基盤安定事業負担金 5,226,149 → 4,777,184
・低所得者支援

・被扶養者支援

３．高額医療費負担金 1,777,671 → 2,333,284

分　類 事　項　名 岡山県後期高齢者医療財政安定化基金積立金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

11,265 7,756 7,756

低所得者の保険料負担の軽減に要する経費

後期高齢者医療制度に加入することによって新たに保険料負担が生じることとな
る者への激変緩和を図るための保険料軽減に要する経費

高額な医療費の発生による広域連合の財政リスクの緩和を図るため、高額な医
療費のうち公費と保険料で賄うべき部分の費用負担

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療の財政の安定化に資
するため、県に設置した後期高齢者医療財政安定化基金の積立てに要する経費

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、岡山県後期高齢者医療広域連合が行う
医療給付及び保険料軽減等に係る経費の県負担分

説　明

説　明

後期高齢者医療に係る保険給付に要する費用の県負担分

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 介護給付費負担金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 30,374,719 ） （ 345,762 ） （ 345,762 ）

30,374,719 345,762 345,762

１．介護給付費負担金 28,377,197 → 28,814,931

２．地域支援事業県交付金 1,492,290 → 1,411,050

３．低所得者保険料軽減負担金 505,232 → 494,500

分　類 事　項　名 岡山県介護保険財政安定化基金積立金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

4,528 5,065 5,065

介護保険法に基づき、保険者（市町村）が行う介護給付及び地域支援事業等に係る経
費の県負担分

低所得者（世帯非課税対象者）に係る第１号保険料の本人負担軽減に要する費
用の県負担金

介護給付に要する費用の県負担金

地域支援事業（介護予防等の事業）に要する費用の県交付金

介護保険法に基づき、保険者（市町村）の介護保険財政の安定化に資するため、県に
設置した介護保険財政安定化基金への積立てに要する経費

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 国民健康保険費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 15,433,727 ） （ △ 272,211 ） （ △ 272,211 ）

15,433,727 △ 272,211 △ 272,211

１．岡山県国民健康保険事業特別会計繰出金

(1)保険給付費等負担金 8,476,824 → 8,407,200

(2)高額医療費負担金 1,214,372 → 1,313,034

(3)特定健康診査・保健指導負担金 164,023 → 158,505

２．保険基盤安定事業等負担金 5,523,325 → 5,227,594
(1)保険基盤安定事業負担金

・保険料軽減分

・保険者支援分

(2)未就学児均等割保険料負担金

(3)産前産後保険料負担金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
（ 111,245,287 ） （ 904,787 ） （ 904,787 ）

113,141,587 1,164,061 1,164,061

被保険者の保険料（税）軽減相当分の補填に要する費用負担

国民健康保険事業の実施に関する収入支出の管理は、特別会計で行うが、保険
給付費等負担金等、県が負担すべき経費として一般会計から特別会計に繰出す
経費

国民健康保険の財政安定化を図るための保険給付費等の一部負担

国民健康保険の高額医療費における負担緩和を図るための費用の一部負担

市町村が実施する特定健康診査・保健指導に要する費用の一部負担

国民健康保険法に基づき、保険者（市町村）が行う医療給付及び保険料軽減等に係る
経費の県負担分

保険料（税）軽減の対象となった低所得者数に応じて保険料（税）の一定割合を
補填するための費用負担

説　明

未就学児に係る均等割保険料（税）軽減相当分の補填に要する費用負担

出産する被保険者に係る産前産後期間の保険料（税）軽減相当分の補填に要す
る費用負担

社会保障
関係費計

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 原爆被爆者対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 1,165 ） （ △ 435 ） （ △ 435 ）

360,401 △ 23,344 △ 23,344

手当金 354,334 → 330,990

分　類 事　項　名 災害救助基金積立金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 0 ） （ 29,234 ） （ 29,234 ）

494 35,206 35,206

分　類 事　項　名 国庫支出金返納金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
義　務 （ 50,000 ） （ 198,435 ） （ 198,435 ）

50,000 1,334,686 1,334,686

国庫支出金の精算に伴う返納に要する経費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
（ 51,165 ） （ 227,234 ） （ 227,234 ）

410,895 1,346,548 1,346,548
義務的 補正前の額 補正協議額 補正予算額
経費 （ 114,124,237 ） （ 1,003,044 ） （ 1,003,044 ）

分類計 116,549,689 2,384,623 2,384,623

災害救助法に基づく救助の実施に係る費用の財源として、県に設置した災害救助基
金への積立てに要する経費

原爆被爆者に対する医療特別手当、健康管理手当等の各種手当の支給に要する費
用

その他計

説　明

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 災害救助対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 2,368 ） （ 3,391 ） （ 3,391 ）

2,368 11,389 11,389

１．平成３０年７月豪雨災害援護資金 2,087 → 2,642
利子補給補助事業費

２．令和６年度能登半島地震に係る 0 → 10,834
災害救助関連事業（償還）

分　類 事　項　名 民間福祉施設職員等特別対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 448,533 ） （ 188,451 ） （ 188,451 ）

448,533 188,451 188,451

社会福祉施設職員退職手当共済事業給付費

分　類 事　項　名 社会福祉事業助成費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 247,354 ） （ △ 12,000 ） （ △ 12,000 ）

321,116 △ 12,000 △ 12,000

福祉施策推進諸費 60,750 → 48,750

社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員の退職手当を支給するため、（独）
福祉医療機構が実施する退職手当共済事業の経費に対する補助

福祉施策の推進に要する経費

平成30年７月豪雨災害に係る災害援護資金に対して、利子補給を行った市町村への
利子補給補助のための経費

県が行った災害救助法に基づく救助に要した費用のうち求償の対象外となった費用
の返還に要する経費

説　明

説　明

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 岡山県福祉基金積立金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

3,761 2,586 2,586

分　類 事　項　名 岡山県社会福祉施設整備基金積立金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

3,200 2,291 2,291

分　類 事　項　名 女性相談支援センター事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 14,256 ） （ △ 1,430 ） （ △ 1,430 ）

23,815 0 0

困難な問題を抱える女性支援事業費 11,614 → 11,614

分　類 事　項　名 安心こども基金事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

1,826 1,807 1,807

子どもを安心して育てることができる体制整備を総合的に推進するため、県に設
置した安心こども基金への積立てに要する経費

社会福祉事業に関する施設の整備に要する経費の財源として、県が設置した社会福
祉施設整備基金への積立てに要する経費

困難な問題を抱える女性に対して、アウトリーチからアフターケアまでの一貫した切れ
目のない支援等を行うための経費

説　明

説　明

説　明

説　明

地域の社会福祉の増進に資するため、県が設置した福祉基金への積立てに要する
経費

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 子ども・子育て支援新制度等事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 4,132,722 ） （ 165,272 ） （ 165,272 ）

4,560,536 92,522 92,522

１．地域子ども・子育て支援事業費 3,566,672 → 3,765,000

２．第３子以降保育料無償化事業費 379,358 → 344,976

３．保育対策総合支援事業費 108,907 → 128,478

４．保育士修学資金貸付等事業費 25,460 → 3,253

５．放課後児童クラブ整備費 175,242 → 120,791
放課後児童クラブの整備費の一部を補助する経費

６．放課後児童クラブ運営支援強化事業費 7,789 → 7,789

７．地域限定保育士試験事業費 14,337 → 0

分　類 事　項　名 岡山県子ども災害見舞金事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

962 115 115

地域限定保育士試験の実施に要する経費

災害により被害を受けた子どもを養育する者に対する、子ども災害見舞金の支給に要
する経費

指定保育士養成施設の学生に対する修学資金等の貸付けに要する経費

説　明

市町村が子ども・子育て支援事業計画に沿って実施する事業の一部を補助する経費

説　明

国制度を超えて保育料の無償化又は軽減の拡大に取り組む市町村に対し、必要な
経費の一部を補助する経費

DX等を活用して保育士の負担軽減や保育体制の整備等に取り組む市町村の支援
に要する経費

放課後児童クラブにおける学習習慣の定着や学ぶ意欲の向上に向け、宿題サポー
ター等を配置する費用の一部を補助する経費

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 児童相談所事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 98,239 ） （ △ 22,970 ） （ △ 22,970 ）

171,894 2,519 2,519

１．家庭児童相談室運営費 18,416 → 18,416

２．子育て家庭支援基盤整備事業 3,270 → 5,789

３．児童相談所業務効率化促進事業費 46,507 → 46,507

分　類 事　項　名 入所施設児童福祉対策費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 5,524 ） （ 0 ） （ 0 ）

5,608 1,000 1,000

分　類 事　項　名 岡山県子ども食堂応援基金積立金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

0 10,530 10,530

分　類 事　項　名 地域生活支援事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 479,281 ） （ 43,745 ） （ 43,745 ）

566,828 43,745 43,745

市町村地域生活支援事業費 441,653 → 485,398

市町村が実施する子どもの権利が守られる体制の構築を推進する事業等に対する補
助に要する経費

説　明

説　明

説　明

説　明

障害のある人（子ども）が自立した日常・社会生活を営むことができるよう、地域特性
や利用者の状況に応じた事業を実施する市町村に対する経費補助

子どもの貧困の解消に寄与し、もって子どもの健やかな成長に資するため、県が設置
した岡山県子ども食堂応援基金への積立てに要する経費

児童福祉施設の入所児童の健全な育成及び福祉の充実向上を図るために必要な生
活訓練、高校入学支度金等に要する経費

児童相談所に家庭相談員を配置する経費

児童相談所業務改善のためのＤＸ推進補助員の雇上げに要する経費及びＩＣＴやＡＩ
等を活用した業務の効率化に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 心身障害者医療費特別措置費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 365,081 ） （ 5,615 ） （ 5,615 ）

365,081 5,615 5,615

分　類 事　項　名 障害者総合支援推進費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 55,760 ） （ 7,498 ） （ 7,498 ）

1,859,033 7,498 7,498

重症心身障害児（者）と家族の安心 25,708 → 33,206
生活サポート事業費

分　類 事　項　名 障害者福祉施設整備費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

593,344 △ 323,652 △ 323,652

障害者福祉施設等整備費補助事業費

分　類 事　項　名 地域医療介護総合確保事業費（介護分）

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 594,126 ） （ 199,567 ） （ 199,567 ）

3,742,975 △ 863,935 △ 863,935

１．岡山県地域医療介護総合確保基金積立金 1,782,893 → 1,630,187

２．令和７年度計画事業費

介護施設等の整備 1,667,980 → 956,751

医療的ケア児等とその家族が安心して生活するために、地域バランスのとれたレスパ
イトサービス環境の整備・充実を総合的に促進する経費

説　明

説　明

説　明

岡山県計画に基づき実施する事業に要する経費

説　明

岡山県地域医療介護総合確保基金への積立てに要する経費

市町村が実施する心身障害者医療費公費負担制度の実施による医療費公費負担額の助
成に要する経費

障害者福祉施設等の整備、大規模修繕等への補助に要する経費

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 老人福祉施設整備費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

254,120 △ 118,808 △ 118,808

地域介護・福祉空間整備費 132,120 → 13,312

分　類 事　項　名 地域包括ケア体制推進総合事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

59,355 △ 6,721 △ 6,721

１．地域包括ケアシステム市町村支援事業費 54,919 → 46,172

２．岡山県地域介護活動支援等基金積立金 2,658 → 4,684

分　類 事　項　名 老人福祉事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
一　般 （ 30,436 ） （ 0 ） （ 0 ）

93,974 0 0

岡山県高齢者在宅生活支援事業費 23,760 → 23,760

補正前の額 補正協議額 補正予算額
事業費計 （ 7,884,001 ） （ 577,139 ） （ 577,139 ）

21,476,492 △ 955,048 △ 955,048
一般行政 補正前の額 補正協議額 補正予算額

経費 （ 8,626,533 ） （ 577,139 ） （ 577,139 ）
分類計 22,365,216 △ 955,048 △ 955,048

一般会計 補正前の額 補正協議額 補正予算額
（ 122,750,770 ） （ 1,580,183 ） （ 1,580,183 ）

計 138,914,905 1,429,575 1,429,575

説　明

岡山県地域介護活動支援等基金への積立てに要する経費

介護予防の取組を加速させるため、普及啓発やアドバイザー派遣、事業評価・分析
等の総合的な市町村支援を実施するための経費

説　明

高齢者の居宅における日常生活を容易にし、介護者の負担を軽減するため、高齢者
住宅改造助成事業を行う市町村に対する補助

老人福祉施設の防災・減災対策等を推進するための施設整備に対する補助に要す
る経費

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 保険給付費等交付金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

133,858,504 340,692 340,692

１．保険給付費等交付金（普通交付金） 131,366,022 → 131,366,022

２．保険給付費等交付金（特別交付金） 2,492,482 → 2,833,174

分　類 事　項　名 社会保険診療報酬支払基金等納付金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

29,163,050 △ 51,968 △ 51,968

１．後期高齢者支援金 21,737,915 → 21,685,865

２．前期高齢者納付金 22,661 → 33,551

高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、後期高齢者支援金、介護納付金等の社会
保険診療報酬支払基金等への支払いに要する経費

説　明

（岡山県国民健康保険事業特別会計）

市町村が行った保険給付に要した費用の全額を交付するもの

市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため市町村へ交付する
もの

保険者間の負担の不均衡の是正を図るため、社会保険診療報酬支払基金に支払う
納付金

説　明

療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、市町村に
交付するための経費

後期高齢者医療制度を支える財源として、社会保険診療報酬支払基金に支払う支援
金

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

３．介護納付金 6,875,327 → 6,875,327

４．共同事業拠出金 527,137 → 516,329

分　類 事　項　名 岡山県国民健康保険財政安定化基金事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ ）

47,346 11,078 11,078

分　類 事　項　名 岡山県国民健康保険保険者機能強化基金事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

13,226 195 195

岡山県国民健康保険保険者機能強化基金積立金 270 → 465

分　類 事　項　名 国保ヘルスアップ支援事業費

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

128,533 △ 18,723 △ 18,723

著しく高額な医療費が国民健康保険財政に与える影響を緩和するため実施する、特
別高額医療費共同事業の拠出金を国民健康保険中央会に支払うもの

説　明

説　明

説　明

国民健康保険の医療費適正化及び保健事業の推進に向けた取組に要する経費

国民健康保険保険者機能強化基金への積立てに要する経費

県が市町村国保の共同保険者として広域的に行うことが望ましい医療費適正化に向
けた保健事業等を実施するための経費

国民健康保険財政の安定化のため、国民健康保険法の規定に基づき、県が設置した
岡山県国民健康保険財政安定化基金への積立てに要する経費

介護保険の第2号被保険者が負担する費用について、社会保険診療報酬支払基金
に支払う納付金

説　明

   （　　　　）は一般財源



令和７年度２月補正予算額事項別一覧（通常分）

分　類 事　項　名 国庫支出金等返納金

補正前の額 補正協議額 補正予算額
特 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

1,043,852 △ 567,433 △ 567,433

１．療養給付費等負担金償還金 1,000,420 → 380,530

２．特定健康診査等負担金償還金 9,216 → 10,285

３．一般会計繰出金 9,216 → 10,285

４．特別調整交付金償還金 1,000 → 17,958

５．高額医療費負担金償還金 22,000 → 8,553

６．保険者努力支援制度交付金償還金 2,000 → 48,808

岡山県国民健康 補正前の額 補正協議額 補正予算額
保険事業特別会計 （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

計 164,314,018 △ 286,159 △ 286,159
特別会計 補正前の額 補正協議額 補正予算額

（ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）
計 164,392,043 △ 286,159 △ 286,159

補正前の額 補正協議額 補正予算額
合　計 （ 122,750,770 ） （ 1,580,183 ） （ 1,580,183 ）

303,306,948 1,143,416 1,143,416

療養給付費等負担金等の精算に伴う、国等への償還に要する経費

保険給付費等交付金（特別交付金・保健事業負担金分）の精算に伴う、一般会計へ
の繰出しに要する経費

高額医療費負担金の精算に伴う、国への償還に要する経費

保険者努力支援制度交付金（事業費分）の精算に伴う、国への償還に要する経費

特定健康診査・保健指導負担金の精算に伴う、国への償還に要する経費

特別調整交付金の精算に伴う、国への償還に要する経費

療養給付費等負担金の精算に伴う、国への償還に要する経費

説　明

   （　　　　）は一般財源


